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平成２５年度 第２回豊田市都市計画審議会 会議録 

 

開 催 日 時：平成２５年１２月２６日（木） 午後２時００分～午後５時１５分 

開 催 場 所：豊田市役所 南５１会議室（南庁舎５階） 

出 席 委 員：磯部 友彦   松本壮一郎   松本 幸正   谷口  功 

   野田 宏治   河木 照雄   光輪 龍雄   稲垣 幸保 

         安藤 康弘   岩月 幸雄   杉浦  昇   清水 郁夫    

渡邊 純一（山口勝弘 代理）   塚本 泰史（田中義章 代理） 

足立 哲也   松谷 稔康   山内 勝彦   堀越富士雄 

以上 １8 名 

事 務 局 出 席 者：企画政策部 安田副部長 

         都市計画課 岩月課長 ほか 

 

（開会時間 午後２時００分） 

 

  開  会 

 

○司会 

皆様、大変お待たせいたしました。本日はお忙しい中、平成２５年度 第２回豊田

市都市計画審議会にご出席いただきまして、ありがとうございます。 

私は、本日の進行を務めます 都市計画課の米田と申します。 

議事に入るまでの間、お手元の次第に沿って会議を進めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りいただくか、マ

ナーモードにしていただきますよう、よろしくお願い致します。 

会議に先立ち、事務局より、何点かご連絡をさせていただきます。 

はじめに、本日お配りした資料を確認させていただきます。 

「次第」、「委員名簿」、「席次表」、「都市計画決定の流れ」、｢豊田市都市計画

総括図｣、「花園地区計画意見書の要旨」となります。 

なお、議案書につきましては、事前に送付もしくは配布させていただいております。 

これらの資料につきまして、不備な点や、もし議案書をお忘れの方がいらっしゃいま

したら、事務局までお申し付けください。 

続きまして、この都市計画審議会は、原則として公開をしております。本日も２   

名の方が傍聴席にいらっしゃいます。また､本日の会議録につきましては、「豊田市都

市計画審議会運営規程」第９条第４項に則り、後日豊田市のホームページに掲載する

ほか、市政情報コーナーにおいて一般公開しますので、ご承知おきください。 

次に、本日の審議会を、委員の代理でご出席いただいている方ですが、豊田警察署

長 山口様の代理としまして、「渡邊様」、愛知県豊田加茂建設事務所長 田中様の

代理としまして「塚本様」、の２名であります。よろしくお願いします。 

最後に注意事項等を申し上げます。事前にお送りさせていただいた開催通知及びお

手元の次第にも記載しておりますが、本都市計画審議会は、原則、事務局以外の方の
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会議中の入退室をご遠慮いただいております。もしどうしても入退室が必要となった

場合は、事務局までお申し出ください。なお、本日は途中で一度、休憩を取らせてい

ただく予定です。 

本日ご審議いただく議案は、できるだけわかり易いご説明となるよう資料作成に努

めて参りましたが、都市計画として非常に専門的な内容の案件が多くなっております。 

これらを、限られた時間の中でご審議いただかなければなりませんので、委員の皆

様におかれましては、円滑な議事進行へのご協力をお願いします。 

つきましては、直接議案に関係ないご質問等は、会議中はお控えいただき、審議会

終了後、個別に事務局にてお伺いさせていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

事務局からのご連絡は、以上となります。 

それでは、ただ今より平成２５年度第２回豊田市都市計画審議会を開会いたします。 

 

 

１ 付議書伝達 

 

○司会 

 まず、磯部会長に、諮問書と付議書の伝達をさせていただきます。今回の審議会

における審議案件のうち、第１号議案と第２号議案については県決定案件であること

から、県から市への諮問となります。その他の議案については、市決定案件であり付

議となります。諮問書・付議書は、通常市長から会長へ直接お渡ししておりますが、

本日は太田市長が他の公務により欠席させていただいておりますので、有田副市長よ

りお渡しさせていただきます。 

では、よろしくお願いします。 

 

（副市長より手渡し） 

 

ありがとうございました。 

それでは、ここで有田副市長より皆様にごあいさつを申し上げます。 

 

２ 副市長あいさつ 

 

○有田副市長 

本日は今年度、第２回目の都市計画審議会に、お忙しい中、ご出席いただきありがとう

ございます。今回の審議案件は、８議案あり、具体的な審議事項としては、本市が将来に

向けたまちづくりを進める上で、重要となる土地利用計画である区域区分、用途地域の変

更、また、都市基盤整備を進める上での軸となる道路、区画整理、再開発事業などの決定

や変更であり、魅力ある将来都市像を確立するためには、重要な審議事項となります。 

さらに、特徴ある議案としては、通常の用途地域の指定に加え、安全安心なまちづくり
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を推進するため、地域住民が主体となり長年議論を重ねてきた花園地区計画のように、き

め細やかな地区のルール策定に関する審議事項もあります。本市の特徴である共働による

まちづくりを実践する上でも、地域と一体となり、地域の実情に沿った柔軟な都市計画を

今後も進めてまいります。 

委員の皆様の十分なご審議をいただき、事業及び住民が望むまちづくりの実現に向けて、

着実に法手続きを進めてまいりますので、ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

○司会 

ありがとうございました。副市長は他の公務のため、ここで退席させていただきま

す。よろしくお願いします。 

 

（副市長退席） 

 

審議会成立条件の報告と今審議会の出席状況の報告 

 

○司会 

それでは、次に、審議会成立条件の報告をさせていただきます。 

本日は１８名の委員の方全員にご出席いただいており、審議会条例第６条第３項の

規程による「２分の１以上」を満たしていますので、本日の審議会は成立しておりま

すことをご報告申し上げます。 

それでは、これより議事に移りますので、議事の進行を磯部会長にお願いしたいと

思います。 

磯部会長、よろしくお願いいたします。 

 

 

３ 会議録署名者の指名 

 

○磯部会長 

みなさまこんにちは、都市計画審議会会長の磯部です。これより、私が議事を進めさせ

ていただきます。議事に入る前に、次第３にあります「会議録署名者の指名」を行います。 

会議録署名者については、審議会運営規定第９条第１項により議長が指名する事となっ

ておりますので私から指名させていただきます。署名者につきましては、慣例により

名簿のアイウエオ順で、２名ずつお願いしております。前回は「足立委員」と「安藤

委員」にお願いしましたので、今回は、「稲垣委員」と「岩月委員」にお願いします。

よろしくお願いいたします。 

 

４ 議案審議 

 

○磯部会長 

審議に先立ちまして、本審議会の進行に関してお願いがあります。 
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今回の審議会は８件の審議案件があり、円滑な審議を遂行するため、審議案件以外

の意見・質問については、後日対応させていただきますので後ほど事務局にお申しつ

け下さい。審議時間の都合などもありますので、円滑な議事進行にご協力をお願いし

ます。 

それでは、これより議案の審議に入ります。 

本来ですと、第１号議案から順に審議を行うところですが、今回は、議案が多く、

複数の議案に関わる案件もあることから、関係する議案をあわせて審議いたします。  

ただいま配布しました資料をご覧ください。採決については、各議案の説明及び審

議が終わった段階でその都度行いますが、「第３号議案豊田都市計画用途地域の変更

について」は、３地区すべての説明が終了した段階で行います。 

まず、はじめに、四郷地区の区画整理事業に関連する議案として、「第１号議案豊

田都市計画区域区分の変更について」と、「第３号議案豊田都市計画用途地域の変更

について」の①四郷地区、「第６号議案豊田都市計画土地区画整理事業の決定につい

て」を審議いたします。審議終了後に、第１号議案と第６号議案について採決を行い

ます。 

 

それでは、四郷地区の区画整理事業に関連する議案について説明をお願いします。 

 

○事務局 

それでは、四郷地区に関する議案として、第１号議案、第３号議案の①、第６号議案に

ついて説明させていただきます。私は、都市計画課の「横田」と申します。よろしくお願

い致します。 

こちらが四郷地区の位置を示した図です。愛知環状鉄道四郷駅の東側で、猿投支所の南

西に位置する地区が今回の対象になります｡ 

こちらが、四郷地区の現況写真となります。 

当該地区では、地区を縦断する 都市計画道路豊田多治見線及び、地区北側に名鉄三河線

の猿投駅に向かう都市計画道路猿投停車場線を都市計画決定しています。 

地区の北東には井郷地区の住宅地が広がっています。こちらの図は、平成２０年３月に

策定した「豊田市都市計画マスタープラン」における土地利用構想図となります。豊田市

駅を中心とする「都心」やトヨタ町周辺地区の「産業技術核」、主要な鉄道駅や支所周辺

を「都市拠点」に位置付け、それらをネットワークすることにより形成される多核ネット

ワーク型都市構造の実現を目指します。四郷地区においては、居住誘導拠点として、位置

付けられています。 

こちらは、豊田市都市計画マスタープランにおける地域別構想として、四郷地区が該当

する北部地域の整備方針を示したものとなります。居住誘導拠点である四郷駅周辺では、

土地区画整理事業による市街地整備が、整備方針として位置付けられています。こうした

基盤整備等の計画を踏まえ、駅周辺の一体的な市街地整備を行うことにより、周辺土地利

用との調和を図りながら、宅地需要に応じた居住機能を誘導してまいります。  

 次に、この四郷駅周辺地区において、土地区画整理事業を行うことが決まるまでの経緯

について説明いたします。四郷駅周辺地区においては、平成１８年度に四郷駅周辺のまち

づくりに関する説明会を開催しており、「公共交通ネットワークを活かしたコンパクトで、
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快適な都市づくり」を目的した活動が始められました。平成２０年度には準備会を発足し、

平成２１年度には、地権者から事業に対する仮同意の賛同を得られたことにより、発起人

会に移行しています。それ以降、発起人会を中心に、計画の検討を重ね、計画案を策定し、

平成２４年・２５年度に、説明会を開催しました。同時に、地権者への理解活動を進め、

その結果、事業に対する同意が得られたため、都市計画決定に向けた手続きを進めること

になりました。 

都市計画決定の手続としましては、表記の３点についての都市計画決定が同時に必要に

なります。 

まずは、土地区画整理事業の実施にあたっては、第６号議案の土地区画整理事業の決定

が必要になります。そして、土地区画整理事業によって市街地整備を行う場合、その区域

が市街化区域であることが必要です。現在、当該地区は市街化調整区域であり、市街化を

抑制すべき区域として位置づけられているため、市街化区域に編入する必要があります。

そのため、第１号議案の区域区分の変更を行います。 

さらに、市街化区域には、用途地域を定める必要がありますので、第３号議案の用途地

域の変更として、用途地域の指定を行います。これから議案ごとの説明いたしますが、説

明の流れ上、表記の順番の通りに説明させていただきます。 

それでは、第６号議案、「土地区画整理事業の決定」について、説明いたします。 

なお、この案件につきましては豊田市決定案件になります。 

土地区画整理事業とは、一定の施行区域を対象に、その整備水準を高めながら 公共施

設の整備と宅地の利用増進を、一体的かつ総合的に行う面的な整備事業です。今回ご審議

いただく四郷駅周辺地区における土地区画整理事業の区域としては、青線で囲まれた約２

６．０ha の区域となります。区域設定の考え方としましては、道路や水路といった地

形・地物及び、筆界を基本とし、事業性などを考慮して設定しております。なお、施行区

域内に都市計画道路豊田多治見線および猿投停車場線の一部が含まれており、区画整理事

業に合わせて整備を行う予定となっております。 

こちらが計画書となります。議案書の３０ページに掲載しております。名称は「豊田四

郷駅周辺土地区画整理事業」、面積は「約２６．０ｈａ」、公共施設の配置として、豊田

多治見線などの道路、公園及び緑地などを計画し、宅地整備を行ってまいります。 

こちらが土地区画整理事業の概要および設計図（案）となります。この区画整理事業は

組合施行を予定しており、この設計図は現時点での案となります。今後も引き続き協議し

ていくことになります。 

続きまして、第１号議案、四郷地区の「区域区分の変更」について、説明いたします。 

この案件につきましては、愛知県決定案件となります。 

まず区域区分について説明いたします。区域区分とは、その目的としまして、「無秩序

な市街地の拡大を抑制」、「適正かつ合理的な土地利用を実現」、「計画的市街地整備の

一層の推進」これらを図るために、都市計画区域において「市街化区域」と「市街化調整

区域」に区分する制度です。いわゆる線引き制度であります。市街化区域とは「すでに市

街地を形成している区域」もしくは「概ね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る

べき区域」をいい、市街化調整区域とは「市街化を抑制する区域」を言います。 

今回の区域区分の変更内容としては、土地区画整理事業の実施を見据え、赤色の斜線で



－6－ 

お示しした市街化調整区域、約２７．７ｈａを、市街化区域に編入するものです。市街化

区域への編入は、土地区画整理事業を進めるために必要な都市計画手続きであり、計画的

な市街地整備を行うことが確実な区域として市街化区域に変更いたします。 

 なお、一部市街化区域を含む、青線で示した区域が先ほど説明しました土地区画整理事

業区域で、約２６．０ｈａとなります。土地区画整理事業区域には北側部分に市街化区域

の部分も一部含まれています。しかし、市街化区域に編入する区域の方が面積は大きくな

ります。これは、それぞれの区域設定の考え方の違いによるものです。土地区画整理事業

区域は概ね「事業を実施する土地の境界」をもって設定しているのに対し、市街化区域の

区域設定では、原則として「道路や鉄道といった地形地物の中心等」を境界として設定し

ているためです。 

区域設定の詳細につきましては、それぞれの計画図をご参照ください。区域区分につい

ては議案書の４ページを、土地区画整理事業区域については議案書の３２ページに掲載し

ております。 

こちらが区域区分の変更に関する計画書です。議案書は２ページとなります。今回、市

街化区域へ編入する面積は約２７．７ｈａとなります。それにより、市街化区域面積は現

在の約５ , １８８ｈａから約５,２１５ｈａに変更されます。 

 一方、市街化調整区域の面積は、約２７．７ｈａ分が減少することから、現在の約３０,

３８１ｈａから約３０,３５４ｈａとなります。都市計画区域全体の面積の変更はありま

せん。 

続きまして、第３号議案、「用途地域の変更」について説明いたします。なお、この案

件につきましては豊田市決定案件になります。 

まず用途地域について説明いたします。用途地域とは、住居、商業、工業その他の用途

を適切に誘導するための制度です。具体的には、土地利用計画上の区分として各種用途地

域の指定を行い、それぞれの地域にふさわしい建築物の用途、密度、形態等の規制をかけ

るものです。 

用途地域の種類としては、大きく「住居系」、「商業系」、「工業系」の 3 つに分かれ

ており、全部で１２種類の用途地域があります。今回の用途地域の変更に関する議案につ

いては、全て「住居系」の用途地域にかかるものとなっております。 

こちらが住居系用途地域における規制について概要を示したものです。各用途地域にお

いて、建ぺい率や容積率のほか、建築可能な建物用途や建物規模について規制がかかりま

す。住居系用途地域の特徴として、この図の下から上に上がるにつれ、建築物を立てると

きの制限が厳しくなります。 

今回、四郷地区において用途地域を指定する区域は、市街化区域に編入する区域と同一

区域の約２７．７ｈａであり、第１種低層住居専用地域を指定いたします。今回の用途地

域指定は、土地区画整理事業を円滑に進めるために、土地の改変を最小限に抑えることを

目的として定めるものです。そのため、住居系用途地域の中でも最も規制の厳しい第１種

低層住居専用地域、かつ建ぺい率３０％、容積率５０％の地域として指定します。区画整

理事業の進捗にあわせ、仮換地指定時期に、将来の土地利用計画を踏まえた、新たな用途

地域を指定する予定です。 

 第３号議案の用途地域については、その他の地区の変更もありますので、計画書等の詳
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細につきましては、後ほど説明いたします。 

続きまして、今回の議案である四郷地区の都市計画決定案件につきまして、その都市計

画手続について説明します。平成２５年５月１８日に地元住民の方への説明会を行ってお

り、計画内容について、周知させていただいております。 

次に、都市計画案の縦覧も行っております。都市計画法第１７条に基づく案の縦覧を、

平成２５年１１月５日から１１月１９日まで、表記の場所にて行いました。縦覧者につき

ましては、区域区分の変更に関して３名、土地区画整理事業の決定に関しては４名の方が

縦覧されましたが、いずれも意見書の提出はありませんでした。なお、縦覧内容に関しま

しては、広く関係者に周知するため、市役所のホームページでも公表いたしました。ホー

ムページでの閲覧者については、区域区分の変更は延べ６２名、用途地域の変更は延べ６

９名、土地区画整理事業の決定は延べ９７名でした。 

最後に、今後の予定について説明します。愛知県決定案件となります第１号議案の区域

区分の変更につきましては、本日の審議結果をもとに、平成２６年２月７日に開催予定の

愛知県都市計画審議会の議を経て、国の同意後に告示の運びとなります。 

 また、豊田市決定案件となります第３号議案の用途地域の変更と第６号議案の土地区画

整理事業の決定につきましては、本日の審議結果をもとに、愛知県の協議を得て、告示の

運びとなります。 

告示の時期につきましては、３議案とも平成２６年３月末の告示を予定しております。 

以上で、四郷地区に関する説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

○磯部会長 

ただ今、事務局より説明がありましたが、どなたかご意見、ご質問はありませんか。 

 

○松本（幸）委員 

 今後人口が減少していく中で、市街化区域の拡大は難しいように考えますが、人口フレ

ーム及び低未利用地の現状等を踏まえ、今回の市街化区域の拡大が妥当であるのかどうか

を駅周辺の拠点整備や人口フレームなどのマクロの視点から教えてください。 

 また、説明の中で差し当たり第一種低層住居専用地域を指定するとありましたが、都市

計画決定とは本来のあるべき姿を都市計画決定するべきではないかと考えますが、市とし

てはどのように考えますか。  

 さらに、駅前広場の整備についてもご説明をお願いします。 

 

○事務局 

 人口フレームについては、第７次豊田市総合計画において、平成２９年までに人口４３

万人を目標としています。市街化区域内の低未利用地は約２００ｈａ弱ありますが、仮に

すべてが土地利用されたとしても供給不足であると想定しており、人口フレームで見ても

約９，０００人ほど足りない想定です。今回の区画整理事業では約１，８００人の人口増

加を想定していますが、それでも目標人口の達成のためには、更なる市街地の形成は必要

であると考えています。 

 用途地域については、今回の指定は、「暫定用途地域」です。区画整理事業を前提とし
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た用途地域の指定で、まずは、区画整理事業の支障となる建物の建築を防ぐことを目的に、

最も厳しい用途地域を指定し、円滑な区画整理事業の実施を行う一般的な手法です。花園

地区でも事例があるように、四郷地区においても区域区分の変更と同時に暫定用途地域の

指定を行います。最終的には、都市計画マスタープランの位置付けや周辺の用途地域の指

定状況を加味した上で用途地域の変更を行う予定です。 

 駅前広場については、現状と同規模の面積、機能の確保を考えており、位置は若干異な

るものの、３,５３０㎡の駅前広場を設置する予定です。 

  

○松本（幸）委員 

 「暫定用途」は手法論としてはあってもいいと思いますが、区域内のどの場所をどのよ

うに土地利用するのかが決まっていない状態というのは、市として明確なビジョンを示し

ていないとも言えると思います。今後、市としての要望、考えはどのように反映されてい

くのでしょうか。 

 

○事務局 

 区画整理組合においては、地元の発起人会を中心にどのような土地利用が妥当であるか

の議論は行われています。具体的には、アパートやマンション、商業施設などの話も出て

おり、日常の必需品程度の商業施設は設置される可能性はあると思われますが、実際には、

どの場所でどのような土地利用を行うまでの議論は行われていません。よって、現段階で

は暫定的な用途地域とし、今後、市と住民で議論を行い、適正な土地利用の誘導を図って

まいります。 

 

○磯部会長 

 補足ですが、暫定用途地域というのは通常使われる手法であり、どこの市町も同じよう

に行っているものになります。 

 

○野田委員 

 四郷駅はこれまでパークアンドライドを推進してきた場所であり、区画整理事業を行う

にあたり、パークアンドライド駐車場利用者の対応をどのように考えているのでしょうか。 

 また、区域の南東側に工業団地がありますが、当該区域との位置付けをどのように考え

ているのか教えてください。 

 

○事務局 

 ご指摘のとおり四郷駅には、駅前広場の南側に１６２台のパークアンドライド駐車場が

設置されており、うち１００台が定期利用となっています。定期利用は常に満車となって

おり、市としてもこのような利便性の高いものをどうするのか議論を行いました。庁内調

整の中では、区画整理区域内に同規模のものを確保する方向で考えています。候補地とし

ては、まだ変更の可能性はありますが、利用者の多くが北側であることから、駅前広場の

北側を想定しています。 

 南東側の工業団地と点で接していることについては、付近に農協選果場及び豊田北郵便
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局があり、緩衝帯の役割を果たすと考えています。 

 

○野田委員 

 浄水駅などの名鉄豊田線沿線であれば、名古屋への通勤を想定した居住拠点となりうる

と思いますが、四郷駅は愛知環状鉄道であって、単線であることも考慮すると、どこへの

通勤を想定した住民を誘導しようとしているのでしょうか。 

 

○事務局 

 住民の通勤についての具体的な想定はなく、まずは居住誘導拠点を形成することを考え

ています。 

 

○松本（壮）委員 

 四郷駅の西側は市街化調整区域で農地が広がっていますが、この区域は今後どのような

土地利用を考えているのでしょうか。また、今後用途地域の再指定を行う時に、すでに指

定されている用途地域もあわせて変更を行うのでしょうか。 

 

○事務局 

 今回、土地区画整理事業において農地を市街地として利用することから、駅西側を中心

とした残りの区域については農地として保全していく予定であります。 

 用途地域の指定については、周辺の用途地域を踏まえて検討を行いたいと思います。た

だ、現状指定されている用途地域を大きく変更することは想定をしていません。 

 

○谷口委員 

 公園及び緑地は、公有財産として購入するのでしょうか。 

 

○事務局 

 公園、緑地については公共で購入はせず、区画整理事業の減歩の中で地権者に用地を提

供し合っていただき用地確保を行う予定です。 

 

○堀越委員 

 都市計画の変更を行うにあたって、各地域にはそれぞれまちづくりの考え方や目標があ

ると思います。四郷地区での区画整理事業は、十分に地元の意見を反映したものとなって

いるのでしょうか。また、コンパクトシティ等の全国的なまちづくりの流れや豊田市の上

位方針との整合性が十分図られているのでしょうか。 

 

○事務局 

 四郷地区については、居住誘導拠点に位置付けられており、四郷地区で区画整理事業を

行い、市街地を誘導することは市の施策として整合が図られていると考えています。 

 区画整理事業区域及び想定人口については、コミュニティの維持の観点から設定されて

います。また、区画整理事業の発起人会には、地元の地権者や区長をメンバーとしている
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ことから、近隣住民の意見は反映されていると考えています。 

 

○磯部会長 

それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りますがよろしいで

しょうか。採決については議案ごとに行いたいと思います。 

「第１号議案豊田都市計画区域区分の変更について」を原案どおり承認することに

賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

ありがとうございました。挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いた

します。 

 

続きまして、「第６号議案豊田都市計画土地区画整理事業の決定について」原案ど

おり承認することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

ありがとうございました。挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いた

します。 

  

 

 

○磯部会長 

次に、都市計画道路の変更に関連する議案として、「第２号議案豊田都市計画道路

の変更について」と、「第３号議案豊田都市計画用途地域の変更について」の③鵜ヶ

瀬地区、「第５号議案豊田都市計画地区計画の変更について」を審議いたします。審

議終了後に、第２号議案と第５号議案について採決を行います。 

 

それでは都市計画道路の変更に関連する議案について説明をお願いします。 

 

○事務局 

第２号議案と、それに関連する議案として第３号議案の③鵜ヶ瀬地区及び第５号議案の

説明を行います。 

まず、第２号議案の道路の変更について説明いたします。今回の変更対象は「愛・地球

博記念公園線」と「久澄橋線」の２路線です。 

はじめに、都市計画道路について説明いたします。都市計画道路は、都市の健全な発展

と、機能的な都市活動を確保するため、都市計画法で定められた道路です。交通などの 

現在の状況や将来の見通しを勘案して、適切な規模で、必要な位置に配置することにより、

円滑な都市活動を確保するとともに、良好な都市環境の形成が図られます。 
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それでは、最初に「愛・地球博記念公園線」について説明いたします。議案書は８ペー

ジとなります。 

 現在、八草地区と長久手市を結ぶ都市計画道路として青少年公園線が指定されておりま

すが、都市計画公園「愛知青少年公園」が「愛・地球博記念公園」に名称変更されたこと

に伴い、それに合わせて都市計画道路「青少年公園線」から「愛・地球博記念公園線」に

名称変更するものです。 

こちらが計画書になります。議案書は６ページとなります。上段が「愛・地球博記念公

園線」に関する内容になりますが、名称変更以外に変更はありません。 

次に「久澄橋線」について説明いたします。こちらは議案書の８ページに掲載していま

す。赤色の実線部分が今回の変更箇所になります。 

久澄橋線は、市の東西を横断するように、豊田市の東新町から大内町を結ぶ、延長約１

２㎞の幹線道路です。今回の変更箇所は、青の実線で示しております東海環状自動車道よ

り東側、巴川にかかる松平橋付近から大内町の終点までの部分になります。 

こちらが計画書になります。議案書の６ページとなります。今回の変更は、「幅員の変

更」「道路線形の変更」「終点の変更」の３点となります。 

最初に幅員の変更について説明いたします。こちらが計画図になります。議案書の９ペ

ージに掲載しております。議案書の計画図においては、変更前の道路線形を黄色の線で示

しておりますが、スライドでの説明においては、わかりやすくするために、変更前の道路

線形を黒色の破線で表記しています。黒色の破線が変更前、赤色の実線が変更後の道路の

線形を示しています。幅員変更の内容としては、松平橋より東側区間は、周辺の土地利用

状況を考慮し、両側歩道を片側歩道に変更します。それに伴い幅員を縮小し、２車線部分

の標準部の幅員を１６ｍから１０ｍに、トンネル部の幅員を１０．５ｍから９．５ｍに変

更いたします。 

主な位置の変更後の道路断面について説明いたします。まず、松平橋西側の道路断面に

ついて説明いたします。こちらは、４車線で全幅２８．２ｍの道路となります。幅員構成

は、車道がそれぞれ７．０ｍ、副道４．０ｍ、南側歩道４．５ｍ、北側歩道２．５ｍとな

ります。 

次に、松平橋東側の道路断面について説明いたします。車線数は２車線になります。こ

こから先は両側歩道から片側歩道に変更します。スライドに示している断面は、２車線部

分の標準部となりますが、全幅１０．０ｍの道路となり、幅員構成は、車道７．５ｍ、歩

道２．５ｍとなります。松平橋東部分では、開削により道路を整備し、両側には法面等が

生じます。 

次に、トンネル内の道路断面について説明いたします。２車線で全幅９．５ｍの道路と

なります。幅員構成は、車道７．０ｍ、歩道２．５ｍとなります。 

続きまして、道路線形の変更について説明いたします。現計画のトンネル東側の出入り

口付近で大きな転石が確認されており、落石の恐れを回避するために出入り口の位置を変

更する形に、線形を変更いたします。 

次に、終点の変更について説明いたします。現都市計画では、当時の県道坂上大内線の

交差点部を終点としていました。しかし、その後に坂上大内線の付替え整備を行ったため、 

現在の坂上大内線の交差点部を終点として変更いたします。それにより、約２９０ｍ延伸
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することになります。 

以上が久澄橋線の変更に関する説明になります。  

 

続きまして、第３号議案の③鵜ヶ瀬地区及び第５号議案の説明に移ります。 

まず、第３号議案の鵜ヶ瀬地区の「用途地域の変更」について説明いたします。こちら

は、議案書の１３ページになります。対象となる鵜ヶ瀬地区は東海環状自動車道の東側、

巴川の東側の地区になります。今回の変更は、先ほど説明いたしました都市計画道路 久

澄橋線の道路の線形変更に伴う用途地域の区域変更になります。左側の図面が変更前の、

右側の図面が変更後の鵜ヶ瀬地区の用途地域図になります。なお、議案書の１６ページに

は、変更後の図面を掲載しております。緑色の区域が第一種低層住居専用地域、黄色の区

域が第一種住居地域を表しています。左側の変更前の図面をご覧ください。 

現在、鵜ヶ瀬地区の第一種低層住居専用地域には、建ぺい率３０％、容積率５０％の区

域と、建ぺい率６０％、容積率１００％の区域の、２種類の区域が設定されています。こ

れらの区域の境界は久澄橋線の南端としており、青色の点線で示しています。今回の変更

内容としては、第一種低層住居専用地域の区域および面積の変更になります。 

右側の変更後の図面をご覧ください。久澄橋線の線形変更により、それぞれの区域の境

界となっていた久澄橋線南端の位置が北側に移動したため、それにあわせて第一種低層住

居専用地域の境界も移動させます。青色の点線が変更前の境界、黄色の点線が変更後の境

界を示しています。それにより、南側の区域は約０．４ha の増加、北側の区域は約０．

４ha の減少となります。その他、区域以外の変更事項はありません。 

続きまして、第５号議案の鵜ヶ瀬地区の地区計画の変更について説明いたします。対象

となる鵜ヶ瀬地区の地区計画区域は、用途地域の変更箇所と同じ地区になります。こちら

は議案書の２７ページに掲載しております。 

左側の図面が変更前の、右側の図面が変更後の鵜ヶ瀬地区の地区計画図になります。な

お、議案書の２８ページには、変更後の図面を掲載しております。緑色の区域が住宅地区、

黄緑色の区域が沿道地区を表しています。左側の変更前の図面をご覧ください。地区計画

の住宅地区の北側の区域境界も、久澄橋線の南端としています。そのため、地区計画にお

ける変更内容につきましても、用途地域と同様、久澄橋線の線形変更に伴う区域の変更に

なります。 

右側の変更後の図面をご覧ください。久澄橋線の線形変更により、区域境界である久澄

橋線南端の位置が北側に移動したため、それにあわせて地区計画の境界も移動させます。

青色の点線が変更前の境界、黄色の点線が変更後の境界を示しています。それにより、住

宅地区の面積が約０．４ha の増加となります。その他、区域以外の変更事項はありませ

ん。 

こちらが地区計画の変更についての計画書になります。議案書の２５ページに掲載して

おります。変更箇所としては、地区計画区域全体の面積と住宅地区の面積のみになります。

地区計画面積は、約４．９ha から約０．４ha 増加して約５．３ha となり、住宅地区面積

は、約３．３ha から約３．７ha となります。 

続きまして、都市計画道路久澄橋線の変更、鵜ヶ瀬地区の用途地域および地区計画の変

更につきまして、都市計画手続の説明をします。 
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はじめに、平成２５年６月２８日に地元住民の方への説明会を行っており、計画内容に

ついて周知させていただいております。 

また、都市計画案の縦覧も行っております。都市計画法第１６条に基づく原案の縦覧を、

平成２５年１０月８日から１０月２２日まで豊田市 都市計画課にて行いました。１６条

縦覧の対象は「地区計画の変更」のみでありますが、縦覧者、意見書の提出ともにありま

せんでした。  

 次に、都市計画法第１７条に基づく案の縦覧を、平成２５年１１月５日から１１月１９

日まで、表記の場所にて行いました。１７条縦覧の対象としては、道路の変更、用途地域

の変更、地区計画の変更になります。縦覧者につきましては、道路の変更に関して２名の

方が縦覧されましたが、どの変更案件についても意見書の提出はありませんでした。なお、

ホームページでの閲覧者については、道路の変更は延べ３２名、用途地域の変更は延べ６

９名、地区計画の変更は延べ２２名でした。 

最後に、今後の予定について説明します。愛知県決定案件となります第２号議案の道路

の変更につきましては、本日の審議結果をもとに、平成２６年２月７日に開催予定の愛知

県都市計画審議会の議を経て、国の同意後に告示の運びとなります。 

 また、豊田市決定案件となります第３号議案の用途地域の変更と第５号議案の地区計画

の変更につきましては、本日の審議結果をもとに、愛知県の協議を経て、告示の運びとな

ります。告示の時期につきましては、３議案とも平成２６年３月末頃の告示を予定してお

ります。 

以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

 

○磯部会長 

ただ今、事務局より都市計画道路に関連する議案について説明がありましたが、ど

なたかご意見、ご質問はありませんか。   

 

○野田委員 

 豊田市の自転車道整備の観点から、道路断面の検討において、自転車道設置の議論は行

われたのでしょうか。 

 

○事務局 

 道路断面の検討においては、自転車の需要等を考慮した上で変更を行っています。具体

的な断面としては、松平橋西側については、南側歩道が４．５ｍ、うち有効幅員３ｍで自

転車歩行車道、北側歩道については、副道があることから、自転車走行は副道を想定し、

歩道幅員２．５ｍ、有効幅員２ｍと考えています。 

 松平橋の東側の歩道については、歩道幅員２．５ｍ、有効幅員２ｍの片側歩道となって

います。この区間についてはバイパス的路線となっていまして、周辺の土地利用状況、学

校等状況から考えると歩行者・自転車の通行は極めて少ないと想定していまして、自転車

走行は車道部を想定しています。 

 しかしながら、道路交通法の緩和により、危険が生じる場合または子ども等については



－14－ 

歩道の走行が可能となっています。 

 

○野田委員 

 街路樹等が設置されることを想定すると、事実上は自転車がすれ違うことは難しいよう

に感じますがどのようにお考えでしょうか。安全・安心の都市交通の観点からは少し考慮

いただけたらと思います。 

 

○事務局 

 ２．５ｍの歩道幅員の中には植樹帯はありません。ただ、ガードレール等の構造物は必

要ですので、実質の有効幅員は２．２ｍ程度と想定されます。歩行者と自転車が極めて少

ないことから、２ｍの幅員においても安全の確保は可能であると考えています。 

 

○磯部会長 

 沿道の土地利用の状況等を考慮して自転車・歩行者類は少ないだろうという予測から、

片側歩道となったように思います。 

 

○野田委員 

 近隣に松平高校がありますが、道路が便利になればこの道路を通学利用することも想定

されるのではないでしょうか。 

 

○事務局 

 今回の道路は松平高校に直接は接続しておらず、実際には北側歩道を通り、既存の市道

を利用して通学することを想定しています。 

 

○松谷委員 

 現段階では、周辺が土地利用されておらず、歩行者・自転車が少ないことからこのよう

な形態になっていると思いますが、将来的に需要が増えた場合は自転車道をつくる、とい

うことなのでしょうか。 

 

○事務局 

 当該区間は市街化調整区域であることから、将来的にも需要は増えないだろうと想定し

ています。 

 

○堀越委員 

 都市交通研究所が都心を中心にレンタサイクルの実験を行っています。都市の交通ネッ

トワークを考えたときに、今回の久澄橋線がどのような役割を担っているのかを考えた上

で、自転車道の設置を踏まえた適切な整備がどのようなものなのかを検討する必要がある

ように思います。 

 

○磯部会長 
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 今回の久澄橋線の適切な整備を検討する上では、この路線が市の道路ネットワークにお

いてどのような位置付けであり、どういった役割が期待されているのかを考えることも大

切であるように思います。現状まだ整備されていない道路であることも頭に置きながら、

そのような観点から、市としての考えをお聞きしたいと思います。 

 

○事務局 

 当該路線の適切な整備のため、現国道の交通量調査も行いました。その結果、歩行者の

通行は極めて少なく、自転車通行量も一日７０台程度でした。これを踏まえ、計画道路に

おいても歩行者と自転車交通の錯綜の可能性が低いことや、南側の土地利用はほぼないと

思われることなどから、北側の片側歩道の整備といたしました。 

 

○松本（幸）委員 

 久澄橋線の当初の都市計画決定はいつなのでしょうか。都市計画決定が行われると土地

利用について制限がかかることから、周辺土地利用の状況を考える上では重要な要素であ

ると思います。 

 また、今回の変更によって、これまで土地利用に制限のかかっていた住民から意見等は

出ているのでしょうか。そのような土地利用がなければ問題ありません。 

 さらに、今回、車線を絞る場所が松平橋に近くなっていますが、交通渋滞や交通事故等

の観点からどのような検討がなされたのかお聞きしたいです。 

 最後に、周辺の住宅や高校との位置関係から北側歩道が妥当である理由を教えてくださ

い。 

 

○事務局 

 まず、久澄橋線の当該区間については平成３年に都市計画決定を行っています。以降、

現在に至るまで沿道での大きな土地利用の変更はありません。当時は、国道クラスの都市

計画道路は一般的に両側歩道で決定しています。今回は、その変更であることから、周辺

土地利用状況を踏まえ変更を行っています。 

 線形の変更については、当初の決定段階では開発前であった鵜ヶ瀬団地への影響を排除

することを目的にしています。 

 建築制限に関しては、県と市で説明会を行いましたが、住民から土地利用の制限に関す

る意見はありませんでした。また、５３条（建築の許可）の申請も出されておりません。 

 車線の絞りについては、交差道路よりも東側で行っていますので通行上は問題ないと考

えています。 

 歩道が北側の理由については、集落の分布等を考えると、歩行者・自転車の発生源は北

側であることから北側への歩道設置としています。 

 

○松本（壮）委員 

 今回の道路の付近は、緑の外環の区域内でしょうか。また、住宅地と道路との間の緑地

部分について、今後、土地利用を行う予定があるか、もしくは許容していくのでしょうか。 
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○事務局 

 緑の外環については、東海環状自動車道の西側を指定していますので、今回の区域は緑

の外環には当たりません。 

 住宅地と道路との間の緑地部分については、道路の法面として整備予定であり、開発行

為が行われることは想定しておりません。 

 

○磯部会長 

それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りますがよろしいで

しょうか。 

「第２号議案豊田都市計画道路の変更について」を原案どおり承認することに賛成

の方は、挙手をお願いします。 

 

    （挙手全員） 

 

ありがとうございました。 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定い

たします。 

 

続きまして、「第５号議案豊田都市計画地区計画の変更(鵜ヶ瀬地区)について」を

原案どおり承認することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

    （挙手全員） 

 

ありがとうございました。 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定い

たします。 

 

 

○磯部会長 

次に花園地区計画に関連する議案として、「第３号議案豊田都市計画用途地域の変

更について」の②花園地区と「第４号議案豊田都市計画地区計画の決定について」を

審議いたします。 

 

審議終了後に、第３号議案と第４号議案について採決を行います。 

 

それでは、花園地区計画に関連する議案について事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

花園地区に関連する２議案について、説明致します。私は、都市計画課の池田と申しま

す。よろしくお願いします。ここでは第３号議案「用途地域の変更について」②花園地区

と第４号議案「地区計画の決定について」（花園地区）について、 

説明いたします。 
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まずはじめに、花園地区の概要について説明します。議案書の１３ページをご覧下さい。

花園地区は、豊田市の南部で知立市、安城市との市境に位置しています｡こちらは、議案

書の１３ページを拡大したものです。花園地区は、地区の中心を南北に名鉄三河線が縦断

し、東西には伊勢湾岸自動車道が走っております。また、名鉄三河線の三河八橋駅を中心

とする市街地が形成されています。 

次に、「豊田市都市計画マスタープラン」における花園地区の位置付けでありますが、

集約型の都市づくりを担う鉄道駅周辺の地区として、積極的に居住機能を誘導する「居住

誘導拠点｣に位置付けられております。こちら図の緑色破線で示した円となります。現在、

この土地利用方針に基づき土地区画整理事業が進行中であり、今後、まちの姿が大きく変

わることが予想されることから、適正な土地利用の誘導を図ることとしています。 

花園地区の概要と現状を理解いただいたうえで、議案の説明に入ります。 

まず、第３号議案豊田都市計画用途地域の変更（花園地区）について説明します。こち

らは豊田市決定案件となります。花園地区の用途地域の変更理由としては、当該地区の土

地区画整理事業が今年度 8 月に仮換地指定され、事業の進捗が図られたことから将来の土

地利用の状況、都市施設の整備等を総合的に捉え、適切な用途地域、こちらの図の分類に

おける住居系の用途の内容を変更するものであります。 

それでは、花園地区の現在の用途地域の指定状況について説明します。こちらの画面は、

変更前、つまり現在の花園地区の用途地域指定状況であります。名鉄三河線の線路中心か

ら２０メートルまでは、黄色で示した第一種住居地域で建ぺい率６０％、容積率２００％

であります。それ以外の既存住宅地については、この図の緑色で示した第一種低層住居専

用地域で、建ぺい率５０％、容積率８０％となっています。なお、地区南端の一部地域に

ついては、区画整理を見越した暫定用地域が指定されており、建ぺい率３０％、容積率５

０％となっています。 

それでは、用途地域の変更について説明します。用途地域の変更は、区画整理事業の進

捗に基づくもので、区画整理の区域は、この図の赤線で示した区域であります。用途地域

の変更は、主に４点ありまして、まず 1 つ目として、名鉄三河線沿線の第１種住居地域の

範囲を、現在の鉄道中心線から２０ｍから概ね５０ｍの範囲に拡大します。 

次に２つ目として、都市計画道路八橋駅前線沿線は、沿道の土地利用の促進を目的とし、

沿道から一つの街区分を第１種低層住居専用地域から第１種住居地域に変更します。 

３つ目として、区画整理区域内の第１種低層住居専用地域は、区画整理により道路等の

基盤整備がされることから、現在の建ぺい率を５０％から６０％に、容積率を８０％から

１００％に変更します。 

最後に、駅西側の区画整理区域内の一部は、基盤整備が行われ、かつ駅前に隣接するこ

とから、用途地域を第１種低層住居専用地域から第一種住居地域に変更します。 

次に、議案書１５ページをご覧下さい。こちらは、用途地域の変更した内容を示す計画

図であります。詳細な用途地域界としては、右下の凡例にある、一点鎖線で示した道路等

の地形地物の中心線や破線で示した字界等の行政界などが境界となります。詳しくは後ほ

どご覧下さい。 

用途地域の最後の案件である花園地区を説明しましたので、用途地域の変更を総括いた

します。議案書の１１ページをご覧下さい。こちらは、３つの変更案件をまとめた用途地
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域の変更の計画書となります。１１ページの計画書における変更内容を具体的に示したも

のがこちらの画面となります。 

まず、四郷地区は、市街化調整区域から市街化区域へ編入した区域の約２７．７ｈａを

第一種低層住居専用地域に変更します。 

次に、鵜ヶ瀬地区は、都市計画道路久澄橋線の変更に合わせ、第一種低層住居専用地域

の一部の建ぺい率、容積率のみ変更しており、用途地域区分の変更はありません。 

最後に、花園地区については、約６ha の区域を第一種低層住居専用地域から第一種住

居地域へ変更します。 

以上の変更の結果、市全域での第一種低層住居専用地域は、約２２ｈａの増加により、

全体面積は、約１,１４９ｈａとなります。また、第一種住居地域については、約６ｈａ

の増加により、全体面積は、約１,１５３ｈａとなります。以上で「用途地域の変更につ

いて」の説明を終わります。 

続きまして、第４号議案 豊田都市計画地区計画の決定（花園地区計画）についてご説

明いたします。こちらも豊田市決定案件となります。 

まずは、花園地区計画の区域について説明します。議案書２２ページの総括図をご覧下

さい。地区計画を定める区域は、花園地区を東西に横断する伊勢湾岸自動車道より南側に

位置する市街化区域を対象とする約７１．２ha の区域であります。 

はじめに、花園地区におけるまちづくりの取り組みについて、説明いたします。花園地

区では、平成５年にまちづくり協議会が発足し、地域の住民が中心となり、まちづくりの

議論が重ねられてまいりました。主な取り組みの１つ目として、平成１６年度にまちづく

りの理念・目標となる「まちづくり憲章」を策定しました。  

２つ目として、平成２３年度には、区民が自主的に守るルールとなる「まちづくりルー

ル（協定）」を策定し、運用を開始しています。 

そして３つ目として、自主ルールから、法的担保のある「地区計画」の決定に向け、昨

年度から検討を進め、このたび地区計画決定の審議に至りました。 

それでは、地区計画について説明します。地区計画とは、その地区に合った建築物の用

途や形、色彩などを細かく定め、各地域にふさわしい機能や優れた景観など、まちづくり

を誘導する都市計画の制度であります。具体的には、建物が密集する地区の『まちの安全

性の向上』であったり、低層のまちへの高層マンション等の建築物の抑制や小規模な宅地

が増えることを抑制することなどができます。簡単に説明すると、地域の抱える課題を解

消をするために用途地域の規制より、きめの細かい内容を規定する『まちづくりの手法』

であります。 

地区計画は、「目標・方針」と「地区整備計画」の２つの軸で構成されます。１つ目の

「目標・方針」では、地区としての目標、将来像を規定します。２つ目の「地区整備計

画」では、目標や将来像を実現するため、建物の建築に当たっての具体的なルール、例え

ば、建築物などに関する制限や地区施設となる道路の配置などを定めます。これらは、確

認申請時における建築物の制限条例の対象になるため、法的な担保力が発生します。 

なお、花園地区の地区整備計画は、平成２３年１０月１日より運用を開始している｢まち

づくりルール｣を準用した内容としております。準用した主な内容としては、敷地面積の

最低限度や壁面の位置の制限等であります。 
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こちらは、地区計画の内容を示した計画書であります。議案書の１８ページから２０ペ

ージとなります。それでは、計画書の具体的な内容について、説明します。 

今回の地区計画は、平成１７年に策定した「花園町まちづくり憲章」を基に作成してお

り、本計画では、「安全・安心で歩いて暮らせる花と風景のあるまち花園」を目指し、良

好な市街地形成を図ることを目標としております。 

次に土地利用の方針について説明します。花園地区計画では、用途地域の内容や将来的

な土地活用を踏まえ、地区を３つに分け、それぞれの地区ごとに土地利用の方針を定めま

した。 

こちらは、議案書２３ページの計画図になります。今回、地区計画区域をこの図の３色

で示した通り、地区を３つに分け、それぞれの地区に適したルールの策定を行います。そ

れでは、地区計画の区域のゾーニングについて説明します。 

１つ目の地区として、三河八橋駅周辺及び都市計画道路八橋駅前線の沿線をこの図のピ

ンク色で示した駅前住宅地区。 

２つ目の地区を、名鉄三河線沿線と都市計画道路名古屋岡崎線沿道を黄緑色で示した一

般住宅地区。 

３つ目の地区は、既存の住宅地が広がる地域を緑色で示した低層住宅地区と定めました。 

駅前住宅地区は、生活利便性施設の集約を目指す区域とし、駅周辺であることから、商

業・業務施設の立地を許容するゆるやかな規制とします。 

一般住宅地区は、住環境を保全した住居系土地利用を図る区域とします。一定規模以下

の商業施設やマンション等を認めつつ、良好な住環境の維持を図る規制とします。 

低層住宅地区は、戸建住宅中心の住環境を保全する地区とします。低層の戸建住宅を基

本とし、ゆとりある低層住宅地の形成を図る規制とします。 

地区計画にて、これらの３つの地区を細分化することで、現在の土地利用状況及び将来

的な土地利用計画に合った地区計画とすることが出来ます。 

次に、「建築物の高さ｣の最高限度の説明をします。「建築物の高さ｣の最高限度は、土

地利用の方針に基づき、周辺住宅への圧迫感、日当たり等を考慮して、高さの規制を行い

ます。駅前住宅地区は、駅周辺としての賑わいのある土地活用を図るため高さ制限を２０

ｍとします。一般住宅地区は、名鉄三河線三河八橋駅の駅舎と同程度の高さである１３ｍ

とします。低層住宅地区は、第一種低層住居専用地域の規制により１０ｍとなります。 

次に「敷地面積の最低限度｣を説明します。敷地面積の設定理由としては、敷地面積の

細分化を抑制、建て詰まりによる延焼の防止、また、駐車スペース不足による路上駐車を

解消し、地域の安全性・住環境の向上を目的とし、最低敷地面積を 180 ㎡以上に設定して

おります。なお、平成２３年１０月策定の「まちづくりルール｣にて、最低敷地面積を１

８０㎡以上として既に運用し、良好な成果を得ていることから、地区計画においても同じ

面積基準を準用し、今後の更なる敷地の細分化を防ぎます。 

次に、壁面の位置の制限についてですが、道路境界線、隣地境界線から１ｍ以上後退す

ることを指定します。ただし、敷地面積が１８０㎡未満の場合は、道路境界線からは、１

ｍ後退となりますが、隣地境界線からの距離は、緩和規定により５０ｃｍ以上となります。 

次に、建築物の「形態又は意匠の制限｣についてですが、地区全体で、落ち着きのある

街並みを形成することを目的とし、建物の外壁の色彩は原色を避け、周囲の環境に調和し
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た落ち着いた色にすることを定めています。 

次に、「垣又はさくの構造等についての｣制限でありますが、敷地境界線から１ｍの距

離に設置する垣又はさくは、生垣又はフェンスその他透視性のある鉄さく等とするとして

います。ただ、緩和規定として、見附面積５㎡以下の門塀やすでに存在する塀等で市長が

指定したものは対象外としています。 

続きまして、地区整備計画の地区施設道路について説明します。花園地区計画では、消

防活動等の円滑化と交通ネットワークを考慮し、以下の４路線を地区施設として位置付け

ます。地区施設は、道路の特性により、この図の青色の矢印が主要区画道路（主－１号）

であります。また、赤色の矢印は、地区防災道路であり、地-１～地-３の 3 路線となりま

す。 

大きくはこの「主要区画道路」と「地区防災道路」の２種類に区分します 

それでは、主要区画道路「主-１号」について詳しく説明します。青矢印で示す主－1

号は、都市計画道路花園八橋線の交差点から、区画整理で整備する区画街路へつながる道

路です。この道路は、区画整理や都市計画道路花園八橋線の整備に伴い、交通量の増加が

予想されるため、道路幅員を１１ｍに拡幅し、円滑な交通機能及び歩行者の安全性を確保

するために地区施設として指定する道路であります。 

次に地区防災道路でありますが、「消防車等の円滑な活動」と、「災害時における安全

な避難路」を確保することを目的に３路線選定し、幅員を６ｍとしています。この６ｍの

幅員は、それぞれの建築物の建替えの際に、原則、現在の道路中心から３ｍまで後退した

位置を道路境界とすることで幅員を確保するものであります。 

続きまして、花園地区の用途地域の変更及び地区計画の決定に関する地元説明会の状況

ですが、８月３日、４日に若園中学校体育館にて開催しています。 

次に、縦覧状況についてご説明いたします。花園地区計画原案は、平成２５年１０月８

日から１０月２２日まで都市計画法第１６条に基づき、縦覧を行いました。縦覧者は２名

で意見書は１通でした。 

また、平成２５年１１月５日から１１月１９日まで、都市計画法第１７条に基づき、花

園地区計画案と用途地域の変更案の縦覧を行いました。花園地区計画案の縦覧者は２名で

意見書は１通でした。用途地域の変更案の縦覧者はありませんでした。 

なお、ホームページでのアクセス数については、花園地区計画の１６条縦覧が５４件、

１７条縦覧が３２件、用途地域変更の１７条縦覧が６９件でした。なお、都市計画法第１

７条縦覧における｢意見書の要旨」をお手元に配布していますので、詳しく後ほどご参照

ください。意見の主な内容としては、通過交通の増加、車のスピードアップによる交通安

全面での懸念と拡幅に関する公平な用地提供についてでありました。交通安全については、

道路の安易な直線化は行っておらず、現道を考慮した道路設計を行っております。 

なお、交通安全面での配慮も当然必要であると考えており、公安委員会と協議の上、交

通安全対策を行ってまいります。また、セットバックの公平性については、道路線形上や

むを得ない区間はありますが、基本的には現在の道路中心から両方向に３ｍ拡幅したライ

ンを道路境界としています。 

最後に今後の予定について説明します。本日の都市計画審議会での審議を経て、県への

協議を行います。３月の豊田市議会にて、建築物制限条例を議決の上、平成２６年３月に
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都市計画決定・告示と同時に条例施行を行う予定であります。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 

○磯部会長 

ただ今、事務局より花園地区に関する説明がありましたが、どなたかご意見、ご質問は

ありませんか。 

 

○松本（壮）委員 

 かつての都市計画決定は、道路計画まですべて明確にして都市計画決定を行っていたと

思いますが、今回は詳細について表記がありません。なぜ異なるのでしょうか。  

 また、道路幅員を６ｍとするとありましたが、建築基準法上のすべての道路を６ｍとす

るわけではなく、地区計画で定められた主要な道路のみを６ｍとすると考えてよいでしょ

うか。建築基準法上のすべての道路を６ｍとすることは難しいのでしょうか。 

 

○事務局 

 今回の都市計画の内容としては、区画整理区域内のように面整備により街を修復する部

分と、区画整理区域外のように地域の住民の協力により建て替え時に壁面後退を行ってい

ただくなど、時間をかけて街を修復する二つの手法を組み合わせた、豊田市でも例のない

新しい地区計画となっています。 

 建築基準法上の２項道路については、あくまでも幅員４ｍであり、地区内のネットワー

ク上重要な道路については、地区施設道路と位置付け、住民の協力を得ながら６ｍの幅員

確保を行っていきます。 

 すべての道路を地区施設に位置付けることも可能かもしれませんが、影響が大きいこと

から、地区の中で検討を重ね、重要とされた路線についてのみ地区施設と位置づけていま

す。 

 

○磯部会長 

 花園地区の現状について改めてご説明いただけたらと思います。 

 

○事務局 

 花園地区は、火災時における消防車のホースの届く範囲を基準に判定した消防活動困難

区域が多く存在しています。今回の路線を整備することで、消防車のスムーズな通行が可

能となり、消防活動困難区域が概ね解消されることとなります。 

 地区の特徴としては走路が非常に狭く、道路が網の目のようになっています。本計画で

は、主要な路線の幅員を６ｍ、残りの路線については２項道路として幅員４ｍで整備を行

うことを想定しています。 

 

○松本（壮）委員 

 本来であれば、幅員６ｍで整備を行うことが望ましいですが、地区の状況を考慮すると
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やむを得ないように思います。 

 

○磯部会長 

 本地区については、伊勢湾岸自動車道建設、名鉄三河線の高架化、区画整理事業等によ

り町の姿が大きく変わる中で、地区の一体感を背景に、事業の影響範囲だけではなく、周

辺の既存集落を含んだ一体的なまちづくりが行われたと認識しています。 

 

○岩月委員 

 沿道地権者への影響についてですが、これまでは幅員４ｍは寄付でしたが、今回はそれ

に両側各１ｍ余分に壁面後退となります。この場合、寄付採納となるのでしょうか、買収

となるのでしょうか。 

 また、道路に面する土地で建物の建替えを行う場合、必ず壁面後退しなければならない

のでしょうか。 

 

○事務局 

 壁面後退自体は建替えのタイミングで行っていただき、将来的には道路用地として市が

買収を行い道路整備を行います。 

 

○安藤委員 

 意見書の要旨の中で、交通安全のリスクが高まることについて公安委員会と協議すると

ありますが、この地区は制限速度何キロを想定しているのでしょうか。また、都心等で行

われているゾーン３０が効果的であるといわれていますが、そのような制度の導入を考え

ているのでしょうか。 

 

○事務局 

 現段階ではゾーン３０導入について明確になってはいませんが、道路の規格については

４種４級で設計速度は２０キロとなっています。通過交通を極力排除する検討をしており、

画面のように歩道部分をカラーリングするなどにより、車道と歩道を区分することにより

歩行者の安全確保に努めていきます。 

 

○松本（幸）委員 

 建ぺい率と容積率が変更された区域の境界はどこなのでしょうか。 

 また、地区計画の規制の中での意匠・形態の制限の実効性はどの程度あるのでしょうか。 

 最後に、道路の整備を行った場合、通過交通がどの程度発生するのでしょうか。路面の

カラーリングだけでは根本的に通過交通の排除することは難しいように思います。周辺道

路の整備状況を踏まえ、住民の利便性のバランスを考えながら、通過交通を排除するよう

な計画を策定すべきと思います。 

 

○事務局 

 用途地域の境界については、鉄道中心から概ね５０ｍとしていますが、区画整理事業に
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より区画街路が整備される予定でありますので、その中心としています。 

 建築物の意匠・形態の制限については、豊田市景観計画などで色彩の基準があることか

ら、当該基準を準用し指導を行っていきます。 

 通過交通の排除についてですが、今後、区画整理事業における道路整備の中で交通流を

配分し、通過交通を呼び込むことのない設計に努めています。既存集落から発生する交通

処理に必要な道路を地区施設道路に位置付けて整備を行っていきます。 

 

○野田委員 

 地区計画の策定に当たって、地権者、居住者等の住民の参加はどのようなプロセスで行

われたのでしょうか。 

 

○事務局 

 地区の代表者の集まりである花園町まちづくり協議会は平成５年から活動を行っており、

まちづくり意識の高い地区であります。昨年度も地区施設の沿道地権者に向けた説明会を

地元まちづくり協議会が主体となって行い、その後同意書の収集も行っています。沿道地

権者の８割以上の同意が得られたことを受け、市が説明会を開催しております。このよう

な二段階で地区計画の説明を行っており、住民の理解も深い地区であると考えています。 

 

○磯部会長 

それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りますがよろしいで

しょうか。 

それでは採決いたします。まず、はじめに、これまでに説明がありました、四郷地

区、鵜ヶ瀬地区も合わせた「第３号議案豊田都市計画用途地域の変更について」の採

決を行います。 

「第３号議案豊田都市計画用途地域の変更について」原案どおり承認することに賛

成の方は、挙手をお願いします。 

 

     （挙手全員） 

 

ありがとうございました。挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いた

します。 

続きまして、「第４号議案豊田都市計画地区計画(花園地区)の決定について」原案

どおり承認することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

     （挙手全員） 

 

ありがとうございました。 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたし

ます。 

 

ここで、１０分間の休憩を取りたいと思います。審議再開は１６時２０分といたし



－24－ 

ます。よろしくお願いします。 

 

 

○磯部会長 

時間となりましたので審議を再開いたします。 

なお、松本幸正委員より、やむを得ない事情により退席の申し出がありましたので、

会長判断により退席を認めさせていただきました。事務局に確認しますが、審議会の

成立条件について問題はないでしょうか。 

 

○事務局 

問題ありません。審議会は成立しています。 

                    ※出席委員数 １８名 → １７名 

 

それでは、「第７号議案豊田都市計画第一種市街地再開発事業の変更について」を

審議いたします。事務局より説明をお願いします。 

 

 

○事務局 

第７号議案は、豊田市の中心市街地で事業施行中である「豊田市駅前通り北地区市街地

再開発事業」に関連して、「豊田都市計画市街地再開発事業」について都市計画を変更し

ようとするものです。 

「豊田都市計画 市街地再開発事業」は、権利変換という手法で進める再開発事業で、

「豊田市駅前通り北地区｣について再開発事業の名称や面積、公共施設の配置や建築物の

整備に関することが定められています。 

それでは、第７号議案「豊田都市計画 市街地再開発事業の変更」を説明させていただ

きます。北地区に関する上位計画ですが、愛知県が作成している都市計画区域マスタープ

ランや、愛知県の定める豊田都市計画都市再開発の方針、市の定める第７次総合計画、豊

田市都市計画マスタープラン、第 2 期中心市街地活性化基本計画などに位置付けられてい

ます。 

例えば、第 2 期中心市街地活性化基本計画の中では、『時間消費型の都市機能の充実』

や、『昼間人口・夜間人口の増加』を図る基幹事業として、豊田市駅前通り北地区市街地

再開発事業が掲げられています。 

豊田市駅前通り北地区の位置図です。議案書の３６ページをご覧ください。今回変更し

ようとする駅前通り北地区は、豊田市の中心市街地、名鉄豊田市駅東側に位置しています。 

ご覧いただいている図は、これまでの豊田市の再開発事業の経緯です。豊田市ではこれ

まで、豊田市駅西口地区、豊田市駅東地区、豊田市民センター地区、豊田市駅前通り南地

区、以上、４地区の市街地再開発事業が完了しており、今回変更しようとする豊田市駅前

通り北地区は、赤色の区域となります。 

駅前通り北地区では、「多機能複合型施設の導入や新たな交流核の形成による昼夜間人

口の拡大並びに中心市街地の活性化」と、「交通環境並びに都市防災機能の向上などによ
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る市街地の整備改善」を一体的に図ることを事業目的として計画を進めています。 

ご覧いただいている図は今回の計画図です。議案書３７ページをご覧ください。区域は

現都市計画から変更ございません。都市計画道路である豊田市停車場線、竹生線、昭和町

線及び、今後地区北側に整備される市道豊田駅前１号線で囲まれた区域と、昭和町線西側

の現在、銀行敷地となっている区域を合せた約１．６ha となります。再開発事業に伴う

建築敷地は、東側の街区にて整備を予定しています。 

具体的な都市計画の概要について説明いたします。議案書３４ページをご覧ください。

名称は、「豊田市駅前通り北地区第一種市街地再開発事業」、施行者は再開発組合です。

施行区域面積は、約１．６ｈａです。地区内の主要な公共施設は、都市計画道路豊田市停

車場線、昭和町線、竹生線、市道豊田駅前１号線などがあります。 

建築物の整備の概要ですが、主要な用途として店舗、事務所、住宅を予定しています。

建築面積は約５，７００㎡、延べ床面積は約５７，０００㎡、容積率の対象となる面積は

約４３，７００㎡を予定しています。建ぺい率は約７０％、容積率は約５４０％を予定し

ています。建築を行う敷地面積は、約８，１００㎡を予定しています。 

都市計画の変更理由ですが、議案書３５ページをご覧ください。平成２４年３月に豊田

市駅前通り北地区第一種市街地再開発事業の都市計画決定を行いましたが、その後、建築

物の整備に関する計画等事業の具体化を進め、平成２５年８月には市街地再開発組合の設

立が認可されましたが、組合設立にあたって、昨今の経済情勢を踏まえた居住機能等の床

需要動向や、施設建築物の効率的な施設配置等について改めて精査を行った結果、当初想

定した建築物の規模から変更が生じる見込みとなったため、都市計画の変更を行うもので

す。 

現都市計画決定からの変更内容について説明いたします。北地区再開発事業では、平成

２４年３月都市計画決定後、再開発準備組合が選定した特定業務代行者の提案プランに基

づき、基本設計・事業計画を実施しました。しかし、昨今の経済情勢の変化による施設建

築物の床需要を考慮しプランの見直しを行いました。結果、「建築面積」が都市計画の約

５,４００㎡から約５,７００㎡と、率にして約６％増加し、「建ぺい率」が都市計画の約

６５％から約７０％と、現計画比で約７％増加しました。 

市街地再開発事業の都市計画変更について、愛知県建設部事務手引きには国土交通省と

の調整内容として、個々の建築面積等について『 ＋５％から－１０％以内は変更不要』

と記載があり、今後、施設の実施設計段階でさらなる見直しも予想され、愛知県知事への

権利変換計画認可申請段階で、今以上の都市計画からの乖離が生じる可能性があることか

ら、現計画に即した都市計画の変更が必要と考えます。 

建築面積の減少理由ですが、豊田市駅東口駅前広場のペデストリアンデッキの延伸を検

討し、道路管理者との協議の結果、再開発ビル側に地上部とデッキとの接続のための階段

等歩道施設用地が必要となったため、建築面積が約２００㎡減少しました。再開発区域内

の公共施設の配置計画については、今回変更ありません。先ほど申し上げました都市計画

道路等を整備する予定です。 

都市計画で定める内容については以上となりますが、本年８月に設立した北地区再開発

組合で検討中の計画概要について紹介いたします。再開発ビルの配置として、駅に近い部

分は駅前の利便性を効果的に活用するため、賑わいや集客機能として、商業・シネコン・
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オフィス等の配置を計画しています。地区の中央には、 高齢者福祉・サービス機能、 

駅から離れた部分には居住、コミュニティ機能として住宅を配置し、都心ならではの利便

性の高い生活ができる環境の整備を計画中です。地区内には、２本の通り抜け空間や２か

所の特徴的な広場を配置し、歩道などの公共空間整備と合わせて歩行者ネットワークが図

られるように検討しています。 

施設整備の断面イメージ図です。地区内の駅に近い西側にアミューズメント・オフィ

ス・店舗の建物とし、中央には高齢者施設棟、東側に住宅、オフィス、店舗などを集約し

たイメージ図です。施設建築物外観イメージ図です。なお、現在、組合において実施設計

中ですので、実際に建設される建物は、このイメージ図から変更される可能性がある旨、

ご了承いただきたく思います。 

次に、都市計画決定の手続きに関して、これまでの経緯をご説明いたします。都市計画

を変更するにあたり、地区内権利者、自治区内住民を対象に、説明会を行いました。日時

は平成２５年１１月８日、場所は三区自治区会館にて、２４名の出席者がありました。 

続いて、都市計画法第１７条に基づく縦覧を平成２５年１１月２０日から１２月４日ま

で都市再開発課で２週間行いました。縦覧期間中の縦覧者は５名、意見書の提出者はあり

ませんでした。また、縦覧期間中には、都市計画の案を豊田市ホームページにて公開し、

９５件のアクセスがありました。 

今後の都市計画に関する予定についてご説明いたします。本日の都市計画審議会で議案

の承認をいただきますと、愛知県との協議を行い、都市計画変更の告示を行います。 

最後に事業全体のスケジュールを説明いたします。本年８月に県知事認可を受け本組合

を設立し、現在、組合では権利変換計画と建築施設の実施設計を行っておりますが、本日

の都市計画審議会での承認及び、愛知県との協議を経て都市計画変更の告示後、平成２６

年度には県知事より権利変換認可を得て、既存建物の解体及び施設建築工事に着手し、平

成２８年度の竣工・施設オープンを目指しています。事業が完了すると、再開発組合が解

散し事業が終了いたします。 

以上をもちまして第７号議案の説明を終わります。ご審議、よろしくお願いいたします。 

 

 

○磯部会長 

ただ今、事務局より説明がありましたが、どなたかご意見、ご質問はありませんか。 

 

○松谷委員 

 住民説明会を開催し、参加者が２４名とありますが、地権者は何名の参加となっている

でしょうか。 

 

○事務局 

 周辺住民を対象とした説明会でしたので、地権者に限った参加者数は把握しておりませ

んが、全体では２４名の出席をいただきました。 

 

○磯部会長 
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 説明会の趣旨をご説明ください。 

 

○事務局 

 説明会は地権者に対する説明会ではなく、周辺住民の方を対象とした説明会となってい

ます。地権者に対しては再開発組合または準備組合において説明を行っています。今回の

説明会は周辺に居住されている住民に広く計画の内容を周知するものであります。 

 

○磯部会長 

 補足しますと、都市計画変更に関係のない、たとえば高層ビルを建設する場合などは、

建築する側が日照権等の説明を行います。今回の説明会は建築主である組合側が、一般的

なマンション建設等と同様に、近隣住民に対して事業計画の説明を行ったものと考えてい

ただくのがよいかと思います。 

 

○松谷委員 

 法的に、地権者に説明しなければならない、ということにはなっていないのでしょうか。 

 

○磯部会長 

 地権者、組合の関係及び都市計画決定の手続きという観点からご説明をお願いします。

また、スケジュールのグラフを参考にご説明をお願いします。 

 

○事務局 

 地権者の方は組合員となっており、その地権者の方に対しては事業認可前に個別説明を

行っています。今回は、周辺住民に対して、法的に、都市計画の説明会を行ったものです。

事業認可後、社会情勢の変化により計画変更が生じたため、今回は都市計画の変更手続き

の中での近隣住民に対する説明会を実施いたしました。 

 

○磯部会長 

 新たな都市計画決定ではなく変更であり、建物の床面積等の軽微な変更であり、道路・

動線に関しては、ペデストリアンデッキの階段が変更になった程度と考えればよいでしょ

うか。 

 

○事務局 

 そのとおりです。敷地については一部減少しております。建築物については前面スクリ

ーンのとおり変更させていただきます。 

 

○清水委員 

 駅前のペデストリアンデッキの動線の関係ですが、歩道形態についても現状とは違いま

すが、どのような計画となっているのでしょうか。 

 

○事務局 
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 基本的にはＧＡＺＡビル前のペデストリアンデッキを延伸させて２階へ接続させる予定

であります。昭和町線へは階段を降りてアクセスする形となります。停車場線については、

駅前広場の計画が未定ではありますが、広場等の案がありますので、地上、２階の複数個

所からアクセスすることを計画しています。 

 

○清水委員 

 意見として、複数の動線を確保することで、北地区へのアクセス性の向上をお願いした

いと思います。 

 

○松本（壮）委員 

 建築物の壁面は現状よりも後退した計画となっているのでしょうか。 

 

○事務局 

 停車場線を幅員２３ｍに整備するため、現状から４ｍの後退を行っています。また、高

度利用地区の指定での２ｍの壁面後退を行い、敷地内で歩行者空間に供するような整備を

行ってまいります。北地区の整備に合わせて、停車場線の整備も行われます。 

  

○松本（壮）委員 

 駅までの動線の中で、現在、銀行がある場所については、どのような整備が行われるの

でしょうか。 

 

○事務局 

 当該区域については、市の中で現在検討中であり、まだ決まっていませんが、地上レベ

ルについては、今後の検討の中で「憩い空間」など、よりよい歩行者空間が形成されてい

くと考えています。 

 

○野田委員 

 変更の理由において、昨今の経済情勢の変化との説明でしたが、具体的にはどういった

ものを指標として判断しているのでしょうか。 

 

○事務局 

 一つ目は床需要の問題であります。再開発事業では、保留床を売却することで事業費を

賄う仕組みとなっています。実際に、床需要がどの程度であるかが重要であると考えてい

ます。 

 二つ目は近年の工事費の高騰であります。床面積を削減し、工事費の節約を図ることも

ひとつの理由であります。 

 

○野田委員 

 先ほどペデストリアンデッキの話もありましたが、北地区再開発が完成することで、市

内の回遊性も生まれるということでしょうか。 
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○事務局 

 今回の再開発事業だけで、回遊性が生まれるわけではありませんが、南北の動線の確保

と広場等のレクリエーション施設を建設することから、回遊の起点となる可能性はあると

考えています。 

 

○堀越委員 

 既存の商店街などには中心市街地の回遊のポイントとなり得る、松丈コロッケのような

「名物店」もあるように思いますが、これらはどうなるのでしょうか。 

 

○磯部会長 

 回遊には、狭い範囲での回遊と、豊田スタジアムまでを含めた大きな意味での回遊もあ

るかと思います。さまざまな観点からの回遊性の確保についてご解答いただけたらと思い

ます。 

 

○事務局 

 狭い範囲での回遊性の観点では、施設内の配置等を考慮し、歩行者空間を含めた一体的

な商業施設とすることで、回遊性を確保しています。 

 広い範囲での回遊性については、豊田スタジアムや整備が検討されている駅前広場を含

めた回遊性の確保を検討する可能性もあると考えています。 

 

○岩月委員 

 回遊性の追及と同時に、近隣商業施設への波及も考える必要はあるように感じています。

ペデストリアンデッキに固執するのではなく、豊田スタジアムを含めた適切な動線の確保

と地域社会への波及効果を慎重に検討していただきたいと考えています。 

 

○松本（壮）委員 

 回遊という言葉を使うからには、「回る」だけでなく、「留まる」仕掛けも必要かと思

います。みんなが移動の利便性の高いペデストリアンデッキを歩いてしまっては、賑わい

も創出できないと思います。 

 

○磯部会長 

それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りますがよろしいで

しょうか。 

「第７号議案豊田都市計画第一種市街地再開発事業の変更について」原案どおり承

認することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

        （挙手全員） 

 

ありがとうございました。挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いた
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します。 

続きまして、「第８号議案豊田都市計画下水道の変更について」を審議いたします。

事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

下水道建設課です。よろしくお願いします。 

第８号議案、豊田都市計画下水道の変更について説明いたします。まず、下水道について

説明をいたします。下水道含め汚水処理施設にはいろいろあります。 

汚水処理施設は、「法令上の下水道」とそれ以外の汚水処理施設に分類されます。 

法令上の下水道には、公共下水道、流域下水道、都市下水路があります。その他汚水処理

施設には、農業集落排水、コミュニティプラント、合併処理浄化槽があります。今回は公

共下水道にかかる部分の都市計画決定の変更となります。 

公共下水道とは、下水道法第 2 条第 3 号に、「市街地における下水の排除と処理の為に、

地方自治体が管理する下水道で終末処理場を有するものか、流域下水道に接続するものを

いい、また汚水を排除すべき排水施設が暗渠となっているもの」となっています。下水に

は汚水と雨水があり、合わせて処理する方式を合流式、分けて処理する方式を分流式と呼

びます。豊田市では分流式をとっています。 

豊田市の公共下水道事業の説明です。豊田市は流域下水道に接続しており、矢作川処理

区と境川処理区の２処理区にまたがっています。矢作川処理区の生活排水は西尾市の矢作

川浄化センターへ、境川処理区は刈谷市の境川浄化センターへ搬送され処理しています。

この２流域関連公共下水道のほか、特定環境保全公共下水道の鞍ケ池処理区で汚水処理が

行われています。そのほか、都市計画区域外に、特定環境保全公共下水道の足助処理区が

あり、平成２８年４月に供用開始予定です。 

豊田市の整備状況を、下水道普及率で説明します。豊田市の平成２４年度末現在の普及

率は６８.３％です。全国平均は７６.３％、愛知県は７４.０％となっています。合併処

理浄化槽や農業集落排水施設などを含めた汚水処理人口普及率でも豊田市は８３.０％と、

全国平均の８８.１％に劣っており、豊田市は整備が遅れています。公共下水道事業の都

市計画決定の状況ですが、汚水・雨水とも同区域となっており、約４,１９６ｈａが計画

決定されています。このほか、雨水幹線をはじめと６施設が計画決定を受けています。 

それでは、議案書３８ページ以降に記載されている今回の都市計画区域の変更について

説明します。１点目は、市街化区域に編入された区域の追加、２点目は、藤岡都市計画と

の統合３点目は、五ケ丘第１、第２中継ポンプ場の廃止です。 

続いて、位置図を示します。こちらに示す３箇所になります。議案書４１ページをご覧

ください。 

こちらが花園区画整理区域の一部で、市街化区域への編入により追加する区域です。図

面の説明ですが、緑色が従前の市街化区域、赤の斜線部が花園土地区画整理事業区域です。

そのうち赤で塗りつぶしてある区域が、平成２１年１２月に市街化区域に編入された区域

で今回下水道区域に追加する区域です。こちらの区域は、豊田市花園町にある約２ｈａの

区域となっています。議案書４１ページをご覧ください。 

続いて、②西中山地区で藤岡都市計画との統合による豊田都市計画区域への追加議案で
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す。こちらの区域は、西中山町にある約９６ｈａの区域となっております。平成２２年１

２月に都市計画区域の再編により、藤岡都市計画を豊田都市計画に名称変更しましたが、

区域変更をしていませんでしたので、今回他の計画決定を合わせて変更します。 

最後に、五ケ丘第１、第２ポンプ場の廃止です。議案書４３ページをご覧ください。五

ケ丘第１、第２中継ポンプ場は昭和５５年当時、高橋６号汚水幹線へ搬送する目的で計画

され、昭和５６年２月に都市計画決定し、五ケ丘第１ポンプ場は昭和６２年４月に、五ケ

丘第２ポンプ場は昭和６１年４月に供用開始されました。その後、平成１６年度に松平２

号汚水幹線の整備時期が明確なり、コスト縮減を行うために、ポンプ場で汚水を搬送する

のではなく、自然流下により松平 2 号汚水幹線へ接続するように計画を変更しました。平

成１９年度にポンプ場と松平２号汚水幹線及び大見１号、２号汚水幹線を整備し、平成２

２年３月に両ポンプ場の財産処分を終え閉鎖しています。このような経緯より、ポンプ場

を廃止したため、都市計画決定を削除します。 

以上、３点の変更をします。 

これらの変更により雨水・汚水の都市計画決定区域は、変更前の約４,１９６ha から約

９８ha 増加し、約４,２９４ha になります。また、施設については、汚水ポンプ場が変更

前の８箇所から今回の変更で２箇所減になり、６箇所になります。 

最後に、縦覧結果と今後のスケジュールについて説明いたします。都市計画変更案の縦

覧を、平成２５年１１月５日から１１月１９日まで行った結果、縦覧者はありませんでし

た。案に対する意見書の提出もありませんでした。 

今後のスケジュールとしましては、本日の審議会を経たのち、愛知県からの協議回答を

受け、平成２６年３月に都市計画決定の告示を予定しております。 

以上で、第８号議案の説明を終わらせていただきます。ご審議の程よろしくお願いしま

す。 

 

 

○磯部会長 

ただ今、事務局より説明がありましたが、どなたかご意見、ご質問はありませんか。 

 

 本案件については、都市計画区域統合及び市街化区域編入に伴う下水道区域への追

加と時代背景及び技術的理由によるポンプ場の廃止であると考えています。 

 

意見がないようですので採決に移りますがよろしいでしょうか。 

 

それでは採決いたします。「第８号議案豊田都市計画下水道の変更について」原案

どおり承認することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

         （挙手全員） 

 

ありがとうございました。 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定い

たします。 
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本日予定されていた議案について、全てご承認をいただきましたので、これで議事

を終了させていただきます。 

慎重なご審議をいただき、誠にありがとうございました。 

本日、承認いただきました議案につきましては、市長に文書で答申させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、これより進行を事務局にお返しいたします。 

 

 

○事務局 

ありがとうございました。これで、本日のご審議はすべて終了となりますが、全体

を通じてご質問等がございましたらお願いします。 

 

特に無いようですので、最後に事務局より３点ほど、ご連絡事項がございます。 

 

１点目は、「会議録について」です。本日の会議録につきましては、事務局で会議

録の原稿案を作成し、本日出席の委員の方全員に送付させていただきます。ご自分の

発言内容等をご確認いただき、不正確な部分などがございましたら、事務局までご連

絡くださるようお願いします。皆様にご確認していただいた後、修正等を行い、本日

の会議録署名者の 、稲垣委員、岩月委員、そして磯部会長に署名していただきます

ので、よろしくお願いします。 

２点目ですが、今年度の都市計画審議会は、本日が２回目ではありますが、これで

最後となります。学識経験者の審議会委員の皆様、及び住民代表の委員の皆様におか

れましては、任期を２年とさせていただいておりますので、今年度末で任期終了とな

ります。案件の都合により、２年間で審議会の開催は３回でしたが、都市計画審議会

委員として貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。今後とも、豊田市の

都市計画行政についてお気づきの点などあれば、ご助言いただけると幸いです。 

３点目ですが、本日傍聴席にいらっしゃる方におかれましては、お手元の資料のう

ち、「次第」以外の資料は、すべてそのまま残して、ご退席くださいますようお願い

申し上げます。連絡事項は以上となります。 

 

それでは、閉会の言葉を企画政策部「安田副部長」より申し上げます。 

 

○安田副部長 

 本日は長時間にわたりご審議をいただきありがとうございました。本日の８議案は、鉄

道沿線の重要な居住誘導拠点となる花園地区や四郷地区、豊田岡崎地区の研究開発拠点へ

のアクセス道路となる久澄橋線等の都市計画決定、都市の顔となる豊田市駅前通り北地区

の再開発事業など市の成長を担い、また、将来のまちづくりにとって重要な都市計画であ

ります。都市計画決定手続きにおいて、本日は重要なステップを踏ませていただいたと考

えています。ありがとうございました。  

 また、委員の任期を終える皆様方は、２年間、貴重なご意見、熱心なご質問をいただき
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本当にありがとうございました。 

 これをもちまして、平成２５年度第２回豊田市都市計画審議会を終わります。 

 

 

 

（閉会時間 午後５時１５分） 

 

 

 

 

 

 

         会議録署名者  議 長                   印 

 

                 委員１                   印 

 

                 委員２                   印 


